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令和４年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録（第１号） 

 

招集年月日 

令和４年２月１４日 月曜日 

 

 

 

招集場所 

津市栄町二丁目３６１番地 三重地方自治労働文化センター ４階大会議室 

 

 

 

開会及び閉会の日時 

開会 令和４年２月１４日 午後１時３１分 

閉会 令和４年２月１４日 午後２時２３分 

 

 

 

出席議員（２７人） 

４番  樋 口 博 己      ５番  福 井 敏 人 

６番  世 古   明      ７番  山 路   茂 

８番  堀 端   脩      ９番  平 野 勝 弘 

１０番  䭜 内 裕 也     １１番  杉 野 浩 二 

１２番  森   雅 之     １４番  下 村 新 吾 

１５番  西 口 昌 利     １６番  木 下 順 一     

１７番  山 本 洋 信     １８番  岡   正 光 

２０番  大 森 秀 俊     ２１番  市 川 岳 人     

２２番  服 部 芙二夫     ２４番  柴 田 孝 之     

２５番  矢 野 純 男     ２６番  城 田 政 幸     

２８番  世古口 哲 哉     ３０番  風 口   尚     

３１番  中 村 忠 彦     ３３番  上 村 久 仁      

３４番  尾 上 壽 一     ３５番  大 畑   覚 

   ３６番  向 井 健 雅 

 

 

 

欠席議員（５人） 

３番  市 川 典 子     １３番  永 岡   禎         

１９番  橋 爪 政 吉     ２３番  水 谷 俊 郎     

３２番  谷 口 宏 嗣 
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職務のため議場に出席した議会事務担当職員の職氏名 

書 記  中 谷 裕 子     書 記  南  研 志 

書 記  杉 野 ま り 

 

 

 

説明のため議場に出席した者の職氏名 

広 域連合 長  前 葉 泰 幸   副広域連合長  加 藤   隆   

副広域連合長  辻 村 修 一   監 査 委 員  松 原 克 也   

事 務 局 長  前 田   達   会計管理 者  川 合 清 久   

次長兼総務企画課長  樋 口 智 子   事 業 課 長  安 田   薫     

事業課主幹  後 藤 静 香   事業課主 幹  太 田 公 孝   

事 業課主 幹  山 﨑   剛    

 

 

 

議事日程（第１号） 

   第１  議席の指定 

   第２  会議録署名議員の指名 

   第３  諸般の報告 

第４  会期の決定 

第５  議員提出議案第１号  三重県後期高齢者医療広域連合議会会議

規則の一部の改正について 

第６  議案第１号  三重県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓

に関する条例の一部の改正について 

第７  議案第２号  三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部の改正について 

第８  議案第３号  三重県後期高齢者医療広域連合広域計画（第４期）

の策定について 

第９  議案第４号  令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第１号） 

第１０ 議案第５号  令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第１１ 議案第６号  令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会

計予算 

第１２ 議案第７号  令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計予算 

第１３ 議案第８号  監査委員の選任同意について 
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会議に付した事件 

議事日程（第１号） 

第１～第１３   議事日程のとおり 

 

 

 

議事等の経過 

 

○書記（中谷裕子君） 

書記の中谷と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、公私何かと御多忙の中、御参集賜りましてまことにありがとうござ

います。 

開会に先立ちまして、昨年１１月に開催いたしました令和３年第２回定例会

以降、新しく当広域連合議会議員に選出されました皆様を御紹介させていただ

きます。 

まず、桑名市の䭜内裕也議員でございます。 

 

〇議員（䭜内裕也君） 

  よろしくお願いします。（拍手） 

 

○書記（中谷裕子君） 

  続きまして、伊勢市の福井敏人議員でございます。 

 

〇議員（福井敏人君） 

  よろしくお願いします。（拍手） 

 

○書記（中谷裕子君） 

続きまして、伊勢市の世古明議員でございます。 

 

〇議員（世古明君） 

  よろしくお願いします。（拍手） 

 

○書記（中谷裕子君） 

なお、紀北町の尾上壽一議員におかれましては、任期満了などがございまし

たが、再度選出され、引き続き就任いただいております。 

以上で御紹介を終わらせていただきます。 

それでは、令和４年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の議事

について、市川議長よろしくお願いいたします。 
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午後１時３１分、開会 

 

○議長（市川岳人君） 

皆さん、こんにちは。議長の市川でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

ただいまの出席議員数は、２７名でございます。 

よって、定足数に達しておりますので、ただいまから令和４年第１回三重県

後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

なお、議案説明のため、広域連合長以下関係者の出席を求めておりますこと

を御報告いたします。 

開議に先立ち、広域連合長から招集の御挨拶があります。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

本日は、令和４年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会を招集さ

せていただきましたところ、議員の皆様方には、御多用のところ御参集を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

また、平素から、当広域連合の運営に格別の御理解と御協力を賜り、重ねて

御礼を申し上げます。 

さて、今議会では、条例の一部改正が２件、広域計画（第４期）の策定が１

件、令和３年度の補正予算が２件、令和４年度の当初予算が２件、監査委員の

選任同意議案が１件の計８議案を提出いたします。 

それぞれの案件につきまして、御審議賜りますようお願い申し上げ、開会に

当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

 

 

午後１時３７分、開議 

○議長（市川岳人君） 

ありがとうございました。 

それでは、本日の会議を開きます。議事日程第 1号により議事を進めます。 

日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長が指定いたします。新た

に選出された議員の議席は、ただいま御着席の席を指定いたします。 

 

 

 

○議長（市川岳人君） 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 
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会議録署名議員は、会議規則第１０７条の規定により、議席番号１８番、岡 

正光議員、議席番号２２番、服部芙二夫議員を指名いたします。 

 

 

 

○議長（市川岳人君） 

日程第３、諸般の報告を行います。 

まず、閉会中の議員の辞職許可についてであります。 

津市の盆野明弘議員、伊勢市の藤本亨議員、桑名市の南澤幸美議員から、閉

会中に広域連合議会議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治

法第１２６条の規定により、これを許可いたしました。 

次に、監査委員から報告のありました令和３年度 三重県後期高齢者医療広域

連合定例監査等結果報告書及び現金出納検査の結果については、お手元に配付

のとおりであります。 

 

 

 

○議長（市川岳人君） 

日程第４、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日一日にいたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日一日と決定いたしました。 

 

 

 

○議長（市川岳人君） 

ここで、広域連合長より発言を求められておりますので、これを許可いたし

ます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

令和４年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開催に当たりま

して、運営に臨む私の方針を申し述べ、皆様の御理解と御協力をお願いしたい
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と存じます。 

平均寿命が、過去最高を更新し続け、人生１００年時代の到来を見据え、高

齢者が健やかに過ごせる社会を構築していくためには、今以上に健康寿命を延

伸する必要があります。昨年１２月に厚生労働省が発表した全国健康寿命ラン

キングで、三重県の女性の健康寿命が７７．５８歳で全国１位となり、平均７

５．３８歳を大きく上回ったところです。 

このような状況のもと、今年度は、今定例会に提出いたします広域計画の、

５年に一度の見直しの年に当たります。 

令和４年からは、いよいよ団塊の世代が７５歳に到達し、後期高齢者の医療

費の急増が見込まれる中、７５歳以上の方であっても負担能力に応じてご負担

いただくよう、課税所得が２８万円以上（所得上位３０%）かつ年収２００万円

以上（単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が３２０万

円以上）の方については、後期高齢者の医療費の窓口負担割合が、令和４年１

０月１日から、２割へと引き上げられます。 

この２割負担を混乱なく施行するために、丁寧な周知広報や高額療養費振込

口座の事前登録等について、国や各市町と協力・連携して取り組んで参ります。 

次に、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施につきましては、施行から

約２年が経過し、国からは、令和６年度の全市町村での実施が示され、企画・

調整に従事する医療専門職について、専従要件が本年度より緩和され、一定の

条件のもと、他の業務との兼務も可能となりましたが、現在、５市町（桑名市・

名張市・伊賀市・東員町及び津市）の実施に留まっています。当広域連合とし

ましては、令和４年度から特別調整交付金の保険者インセンティブ分を活用し、

当広域連合独自の交付金を新設いたします。当該インセンティブ分の全額を実

施市町に配分することで、令和６年度の県内全市町の実施に向け、当広域連合

としても可能な限りの支援を行ってまいります。 

保険料については、令和４年度は、２年に一度の見直しを行う機会でありま

す。団塊の世代が７５歳に到達し、被保険者数の急増し、医療給付費の増が見

込まれる状況ではありますが、コロナ禍の厳しい社会情勢の中、制度改正によ

る２割負担の導入や賦課限度額２万円引き上げによる被保険者の負担増の軽減

を図るため、事業運営基金・繰越金等を算入し、医療給付費等の支出を推計し、

十分精査したところ、保険料率を現行のまま据え置いても適正な運営が図れる

ことが試算できたことから、均等割額・所得割率とも現行の保険料率どおりと

したいと思います。 

また、厚生労働省が推奨するマイナンバーカードへの被保険者証登録やオン

ライン資格確認等システムについて、当広域連合といたしましても、県内各市

町と協力し、利用促進に努めてまいります。 

最後になりますが、新型コロナウイルスの感染症の終息が未だ見通せない中、

当広域連合といたしまして、今後も引き続き、被保険者の方々が、安心して医   
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療を受けられる制度、持続可能な安定した制度の適切な運営に努め、各市町や

県並びに関係機関とも緊密に連携し、後期高齢者の健康寿命延伸に向け、事業

運営に取り組んでまいりますので、議員の皆様におかれましても、御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げまして、私の施政方針といたします。 

 

○議長（市川岳人君） 

ありがとうございました。 

それでは、議事日程により会議を続けます。 

 

 

 

○議長（市川岳人君） 

日程第５、議員提出議案第１号、三重県後期高齢者医療広域連合議会会議規

則の一部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提出者から提案理由の説明をいたします。 

 

○提出者（世古明君） 

議長。 

 

○議長（市川岳人君） 

  世古明君。 

 

○提出者（世古明君） 

議員提出議案第１号についてご説明させていただきます。 

「三重県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部の改正について」は、

令和３年２月、全国市議会議長会において、標準市議会会議規則の一部が改正

されたことから所要の改正を行うものです。 

  三重県後期高齢者医療広域連合議会会議規則第２条の欠席の届出について、

「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむ

を得ない事由」に改め、出産のため出席できない期間を欠席届として提出でき

ることを新たに定めることとし、第８３条の請願書の記載事項等については、

請願者が法人の場合を別で新たに定め、所要の改正を行うものです。 

以上で説明を終わります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

  説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして質疑を終わります。 

これより、討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

議員提出議案第１号について、原案のとおり可決することに御異議ございま

せんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

  よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（市川岳人君） 

日程第６、議案第１号三重県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関

する条例の一部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１号について説明申し上げます。 

「三重県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部の改

正について」は、押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令

の一部が改正されたことから、所要の改正を行うものです。 

詳細につきましては、事務局長から御説明いたします。 

 



9 

○議長（市川岳人君） 

事務局長。 

 

○事務局長（前田達君） 

議案第１号を御説明申し上げます。 

「三重県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部の改

正について」は、服務の宣誓書の様式から「㊞」を削り、押印を不要とするも

ので、公布の日から施行しようとするものです。 

以上で説明を終わります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第１号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（市川岳人君） 

日程第７、議案第２号、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第２号について御説明申し上げます。 

「三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部の改正

について」は、令和４年度及び令和５年度の保険料率について、所得割率及び

被保険者均等割額を令和２年度及び令和３年度の現行保険料率で据え置き、保

険料の賦課限度額については、６６万円に改正を行うもので、令和４年４月１

日から施行しようとするものです。 

詳細につきましては、事務局長から御説明いたします。 

 

○議長（市川岳人君） 

事務局長。 

 

○事務局長（前田達君） 

議案第２号「三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部の改正について」、御説明申し上げます。 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令が一部改正され、保険料の賦課限度

額が６４万円から２万円引き上げられたことから６６万円に改正を行うもので、

令和４年度及び令和５年度の保険料率の見直しにあたりましては、コロナ禍の

厳しい社会情勢のもと、２割負担の導入及び賦課限度額の引き上げによる被保

険者の負担増の軽減を図るため、事業運営基金・繰越金等を参入するとともに、

急増する被保険者の医療給付費等を算定したところ、保険料率を据え置いても

安定した制度運営が可能であることから、所得割率１００分の８.９９、被保険

者均等割額４４，５８９円で据え置き、改正後の条例の規定は、令和４年度以

後の年度分の保険料について適用しようとするものです。 

以上で説明を終わります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第２号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

  

 

○議長（市川岳人君） 

  日程第８、議案第３号、三重県後期高齢者医療広域連合広域計画（第４期）

の策定についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君）（前葉泰幸君） 

 議案第３号について御説明申し上げます。 

議案第３号、三重県後期高齢者医療広域連合広域計画（第４期）の策定につ

きましては、三重県における後期高齢者医療制度の運営にあたって、広域連合

と関係市町が相互に役割を担うとともに連携を強化し、施策を総合的かつ計画

的に実施するため、地方自治法第２９１条の７第１項の規定により、平成１９

年度から令和３年度までの３期１５カ年の広域計画を継承しつつ、今日の現状

や課題を踏まえた上で第４期の広域計画を定めようとするものであります。 



12 

当該計画は、１つ目に広域計画（第４期）の策定にあたって、２つ目に基本

方針、３つ目に広域連合及び関係市町が行う事務、４つ目に広域計画の期間及

び改定に関することの４つの項目にまとめております。 

広域連合の基本方針では、広域連合は、関係市町との連絡調整を緊密に図り

ながら、高齢者の医療の確保に関する法律の趣旨を尊重し、広域化のスケール

メリットを生かした財政の安定化と後期高齢者医療に要する費用の適正化を図

るための取り組み及び後期高齢者医療制度の運営が適正かつ円滑に行われるよ

う努めるものとしています。 

また、現状と課題を踏まえ、保険者として、健全な財政運営、医療費の適正

化などの５つの重点的な取り組みを進め、制度の安定した運営に努めることと

しています。 

この計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間としています。

ただし、社会情勢の変化等に対応できるよう広域連合長が必要と認めたときは、

議会の議決を経て随時改定を行うこととしています。 

以上で説明を終わります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

  説明が終わりました。 

  本案について、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして質疑を終わります。 

これより、討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

議案第３号について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



13 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

  

 

○議長（市川岳人君） 

日程第９、議案第４号、令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第４号についてご説明申し上げます。 

「令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」は、

歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ１，４５７万８，０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億８，９５５万５，０００円とするものであります。 

詳細につきましては、事務局長から御説明申し上げます。 

 

○事務局長（前田達君） 

議長。 

 

○議長（市川岳人君） 

事務局長。 

 

○事務局長（前田達君） 

議案第４号「令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）」について御説明申し上げます。 

資料番号⑦の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款 分担金及び負担金、第１項 負担金、第１目 市町負担金は、１，８７

９万円の減額で、派遣職員人件費負担金等の減額によるものでございます。 

第２款 国庫支出金、第２項 国庫補助金、第１目 調整交付金は、４６万２，

０００円の減額で、補助対象となる保険者インセンティブ等対象経費の減額に

よるものでございます。 

第４款 繰入金、第１項 基金繰入金 第１目 財政調整基金繰入金は、３４

万９，０００円の減額で、前年度繰越金の確定によるものでございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 
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第５款 繰越金、第１項 繰越金、第１目 繰越金は、５０２万２，０００円の

増額で、前年度繰越金の確定によるものでございます。 

第６款 諸収入、第１項 預金利子、第１目 預金利子は、４，０００円の増額

で、歳計現金預金利息の増額見込みによるものでございます。 

第２項 雑入、第１目 雑入は、３，０００円の減額で、雇用保険の実費弁償

分の減額見込みによるものでございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第１款 議会費、第１項 議会費、第１目 議会費は、３０万円の減額で、議員

の報酬及び会場使用料の減額見込みによるものでございます。 

第２款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費は、１，４２８万１，

０００円の減額で、主なものといたしましては、通勤手当、時間外勤務手当及

び普通旅費の減額のほか、１３ページ、１４ページの広域連合への派遣職員人

件費に係る派遣元市町に対する負担金等の減額、前年度繰越金の地方財政法に

基づく２分の１の財政調整基金への積立によるものでございます。 

第３項 監査委員費、第１目 監査委員費は、８，０００円の減額で、監査委

員報酬及び費用弁償の減額見込みによるものでございます。 

１５ページ、１６ページをお願いします。 

第３款 諸支出金、第１項 償還金及び還付加算金、第１目 償還金１万１，０

００円は、国庫支出金等精算返還金の増額見込みによるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第４号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

  

 

○議長（市川岳人君） 

日程第１０、議案第５号、令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第５号について御説明申し上げます。 

「令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」は、歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ７７億７，１７２万４，０００円を増額し、補正

後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４２９億１，７１３万９，０ 

００円とするものであります。 

詳細につきましては、事務局長から御説明申し上げます。 

 

○事務局長（前田達君） 

議長。 

 

○議長（市川岳人君） 

事務局長。 

 

○事務局長（前田達君） 

議案第５号「令和３年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）」について御説明申し上げます。 

資料番号⑧の７ページ、８ページをお願いいたします。 
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歳入でございます。 

第１款 市町支出金、第１項 市町支出金、第１目 事務費等負担金は、９，９

４２万７，０００円の減額で、積立金を除く一般管理費の減及び前年度負担金

精算分の財源充当等による事務費等負担金の減額によるものでございます。 

第２目 保険料等負担金は、１億８，９７１万４，０００円の減額で、保険基

盤安定制度負担金実績見込に伴い減額するものでございます。 

第３目 療養給付費負担金は、３９４万５，０００円の増額で、前年度負担金

の確定に伴う市町の追加負担分でございます。 

第２款 国庫支出金、第１項 国庫負担金、第２目 高額医療費負担金は、６，

３４５万４，０００円の増額で、対象となる療養給付費等の増額見込みに伴い

負担金の増額するものでございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第２項 国庫補助金、第１目 調整交付金は、１億３２９万３千円の増額で、

健康診査事業補助金の一部が、特別調整交付金により財政措置されることに伴

い、増額するものでございます。 

第２目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、１億４，６６３万８，０００円

の減額で、健康診査事業補助金の一部が特別調整交付金により財政措置される

ことに伴う減額によるものでございます。 

第４目 後期高齢者医療災害臨時特例補助金は１万２，０００円の増額で、東

日本大震災に係る一部負担金免除、保険料減免措置に対する補助金の増額で、

国の財政措置が継続されたことによるものでございます。 

第７目 後期高齢者医療災害等臨時特例補助金は、１３１万７，０００円の増

額で、新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免措置に対する補助金の

増額によるものでございます。 

第３款 県支出金、第１項 県負担金、第２目 高額医療費負担金は、６，９５

１万９，０００円の増額で、対象となる８０万円を超える医療費の増額見込み

に伴う負担金の増額によるものでございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第４款 支払基金交付金、第１項 支払基金交付金、第１目 後期高齢者交付金

は、６１億５，２７７万，１０００円の減額で、対象となる療養給付費等の減

額に伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付金の減額によるものでございま

す。 

第５款 特別高額医療費共同事業交付金、第１項 特別高額医療費共同事業交

付金、第１目 特別高額医療費共同事業交付金は、１，０１３万１，０００円の

増額で、対象となる４００万円を超える医療費のその２００万円以上の医療費

分に対する交付金の増額に伴い、増額するものです。 

第６款 財産収入、第１項 財産運用収入、第１目 利子及び配当金は、７５万

３，０００円の増額で、後期高齢者医療事業運営基金の運用利息の増額による
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ものでございます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第７款 繰入金、第１項 基金繰入金、第１目 後期高齢者医療事業運営基金繰

入金は、２８億８５４万２，０００円の減額で、前年度繰越金の確定等に伴い

減額するものでございます。 

第８款 繰越金、第１項 繰越金、第１目 繰越金は、１６９億５，０６０万９，

０００円の増額で、前年度繰越金の確定によるものでございます。 

第１０款 諸収入、第２項 預金利子、第１目 預金利子は、７８万３，０００

円の増額で、歳計現金預金利息によるものございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

第３項 雑入、第２目 第三者納付金は、５，０００万円の減額で、第三者行

為損害賠償金の減額によるものでございます。 

第３目 返納金は、１，５００万円の増額で、医療費の自己負担割合変更に伴

う差額等返還金の増額によるものでございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出でございます。 

第１款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費は、９，２０５万１，

０００円の増額で、主に後期高齢者医療事業運営基金への積み立てによるもの

でございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第２款 医療給付費、第３項 その他医療給付費、第１目 葬祭諸費は、２，３

６３万円の増額で、実績見込額の増によるものでございます。 

第４款 特別高額医療費共同事業拠出金、第１項 特別高額医療費共同事業拠

出金、第１目 特別高額医療費共同事業拠出金は、１，１５５万円の増額で、医

療費拠出金の増額見込みによるものでございます。 

第５款 保健事業費、第１項 健康保持増進事業費、第１目 健康診査費は、５，

３６４万７，０００円の減額で、健康診査委託料の減によるものでございます。 

２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

第２目 その他健康保持増進費は、２億６，６０４万６，０００円の減額で、

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施委託料の減によるものでございま

す。 

第７款 諸支出金、第１項 償還金及び還付加算金、第３目 償還金は、７９億

６，４１８万６，０００円の増額で、前年度実績確定による国庫支出金等の精

算に伴う返還金の増によるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 
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以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第５号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

  

 

○議長（市川岳人君） 

日程第１１、議案第６号、令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会

計予算を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第６号について御説明申し上げます。 

「令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」は、歳入歳出予

算の総額を、歳入歳出それぞれ２億７９１万６，０００円とするもので、前年

度比、３７８万３，０００円の増額であります。 
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詳細につきましては、事務局長から御説明申し上げます。 

 

○事務局長（前田達君） 

議長。 

 

○議長（市川岳人君） 

事務局長。 

 

○事務局長（前田達君） 

議案第６号「令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」につ

いて御説明申し上げます。 

資料番号⑨の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款 分担金及び負担金、第１項 負担金、第１目 市町負担金は、１億９，

７２８万７，０００円の計上で、広域連合議会、広域連合事務局の運営に要す

る費用に対する構成市町負担金でございます。 

第２款 国庫支出金、第２項 国庫補助金、第１目 調整交付金は９５８万円の

計上で、保険者インセンティブ及び住民、医療関係者等の「意見を聞く場」と

しております「運営協議会」の対象経費に対する補助金でございます。 

第２目 後期高齢者医療制度事業費補助金は１，０００円の計上で、厚生労働

省が主催する会議への参加旅費に係る補助金でございます。 

第３款 財産収入、第１項 財産運用収入、第１目 利子及び配当金は、１，０

００円の計上で、財政調整基金の運用利息でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第４款 繰入金、第１項 基金繰入金、第１目 財政調整基金繰入金は、９９万

５，０００円の計上で、財政調整基金からの繰入金でございます。 

第５款 繰越金、第１項 繰越金、第１目 繰越金は、１，０００円の計上で、

前年度繰越金でございます。 

第６款 諸収入、第１項 預金利子、第１目 預金利子は、１，０００円の計上

で、歳計現金の預金利息でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第２項 雑入、第１目 雑入は、５万円の計上で、雇用保険の実費弁償分でご

ざいます。 

続きまして、歳出でございます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第１款 議会費、第１項 議会費、第１目 議会費は、７７万７，０００円の計

上で、議員の報酬及び費用弁償、議会の会場使用料でございます。 

第２款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費は、２億６３５万４，
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０００円の計上で、主なものといたしましては、職員２名分の給料、時間外勤

務手当などの職員手当等、共済組合負担金などの共済費、会計年度任用職員３

名分の報酬でございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

出張等に要する旅費、消耗品費などの需用費、財務会計システムの保守点検

などの委託料、事務所借上料などの使用料及び賃借料、広域連合派遣職員人件

費負担金などの負担金、補助及び交付金でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第２項 選挙費、第１目 選挙管理委員会費は、４万５，０００円の計上で、

選挙管理委員の報酬及び費用弁償、委員会の会場使用料でございます。 

第３項 監査委員費、第１目 監査委員費は、２４万円の計上で、監査委員の

報酬及び費用弁償、出納検査などの会場使用料でございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第４款 予備費、第１項 予備費、第１目 予備費は、５０万円の計上でござい

ます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第６号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

  

 

○議長（市川岳人君） 

日程第１２、議案第７号、令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第７号について御説明申し上げます。 

「令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」

は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２，３７３億５，６４３万９，

０００円とするものであります。前年度比、２２億１，５６２万円の増額で、

被保険者増に伴う医療給付費の伸びが主な要因であります。 

また、一時借入金の借入れの最高額は、９０億円といたしまして、歳出予算

の流用につきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

同一款内で各項相互に流用するものであります。 

詳細につきましては、事務局長から御説明申し上げます。 

 

○事務局長（前田達君） 

議長。 

 

○議長（市川岳人君） 

事務局長。 

 

○事務局長（前田達君） 

議案第７号「令和４年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算」について御説明申し上げます。 

資料番号⑩の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款 市町支出金、第１項 市町支出金、第１目 事務費等負担金は、８億８，

４９８万６，０００円の計上で、一般管理事務費負担金、健康診査事業負担金

及び健康診査事業事務費負担金でございます。 
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第２目 保険料等負担金は、２４６億９，５８１万８，０００円の計上で、保

険料負担金及び保険基盤安定制度負担金で、被保険者数の増により、前年度比

１１億６，０７３万８，０００円の増となっております。 

第３目 療養給付費負担金は、１８５億９，２７０万１，０００円の計上で、 

高齢者の医療の確保に関する法律、以下高確法と言いますが、第９８条で定め

られた定率の負担金でございます。 

第２款 国庫支出金、第１項 国庫負担金、第１目 療養給付費負担金は、５５

７億７，８１０万５，０００円の計上で、高確法第９３条第１項で定められた

定率の負担金でございます。 

第２目 高額医療費負担金は、１２億１，８４４万９，０００円の計上で、高

確法第９３条第２項で定められた負担金でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第２項 国庫補助金、第１目 調整交付金は、１９１億３，１２６万１，００

０円の計上で、広域連合間における被保険者に係る所得の格差による財政の不

均衡を是正するために交付される普通調整交付金と長寿・健康増進事業等に対

して交付される特別調整交付金でございます。 

第２目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、２億５，７０７万９，０００円

の計上で、健康診査事業、歯科健康診査事業、特別高額医療費共同事業に対す

る補助金でございます。 

第４目 後期高齢者医療災害臨時特例補助金は、１，０００円の計上で、東日

本大震災に係る一部負担金免除、保険料減免措置に対する補助金でございます。 

第３款 県支出金、第１項 県負担金、第１目 療養給付費負担金は、１８５億

９，２７０万１，０００円の計上で、高確法第９６条第１項で定められた定率

の負担金でございます。 

第２目 高額医療費負担金は、１２億１，８４４万９，０００円の計上で、高

確法第９６条第２項で定められた負担金でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第２項 財政安定化基金支出金、第１目 財政安定化基金交付金は、１，００

０円の計上で、後期高齢者医療の財政の安定化に資するために県に設置されて

いる基金からの交付金でございます。 

第４款 支払基金交付金、第１項 支払基金交付金、第１目 後期高齢者交付金

は、９３７億５，４４９万円の計上で、現役世代からの負担金として、社会保

険診療報酬支払基金から交付される交付金でございます。 

第５款 特別高額医療費共同事業交付金、第１項 特別高額医療費共同事業交

付金、第１目 特別高額医療費共同事業交付金は、８，８３５万６，０００円の

計上で、１件当たり４００万円を超えるレセプトの２００万円を超える部分か

ら公費支援分を除いた部分に対する国民健康保険中央会からの交付金でござい

ます。 
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１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第６款 財産収入、第１項 財産運用収入、第１目 利子及び配当金は、１，０

００円の計上で、事業運営基金の運用利息でございます。 

第７款 繰入金、第１項 基金繰入金、第１目 後期高齢者医療事業運営基金繰

入金は、２８億３，４０３万３，０００円の計上で、後期高齢者医療事業の財

政の均衡を図るため、繰り入れるものでございます。 

第８款 繰越金、第１項 繰越金、第１目 繰越金は、１，０００円の計上で、

前年度繰越金でございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

第９款 県財政安定化基金借入金、第１項 県財政安定化基金借入金、第１目 

県財政安定化基金借入金は、１，０００円の計上で、県財政安定化基金からの

借入金でございます。 

第１０款 諸収入、第１項 延滞金、加算金及び過料、第１目 延滞金、第２目、

過料、第３目、加算金は、それぞれ１，０００円の計上でございます。 

第２項 預金利子、第１目 預金利子は、１，０００円の計上で、歳計現金の

預金利息でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第３項 雑入、第１目 違約金及び延納利息は、１，０００円の計上でござい

ます。 

第２目 第三者納付金は、３億円の計上で、第三者行為の損害賠償金でござい

ます。 

第３目 返納金は、１，０００万円の計上で自己負担割合変更に伴う差額分等

の返還金でございます。 

第４目、雑入は、１，０００円の計上でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第１款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費は、８億５，７４６

万６，０００円の計上で、主なものといたしましては、通信運搬費などの役務

費、広域連合電算処理システム事業委託料などの委託料、事務処理機器借上料

に係る使用料及び賃借料、国保連合会への事務費負担金などの負担金、補助及

び交付金などでございます。 

第２款 医療給付費、第１項 療養諸費、第１目 療養給付費等は、２，２８８

億９，７７３万５，０００円の計上で、診療報酬、調剤報酬、高額療養費など

に係る保険者負担金でございます。 

第２目 療養費は、１５億６，５１８万９，０００円の計上で、鍼灸、あんま、

マッサージ、補装具、柔道整復師の施術などの保険者負担金でございます。 

２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

第３目 移送費は、１０万円の計上で、被保険者の移送に係る費用でございま
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す。 

第４目 審査支払手数料は、５億１，６２４万１，０００円の計上で、診療報

酬の審査及び支払いの手数料でございます。 

第２項 高額療養諸費、第１目 高額療養諸費は、２０億５，９７４万６，０

００円の計上で、１か月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負

担限度額を超えた分を被保険者に支給するものでございます。 

第２目 高額介護合算療養費は、２億８，２０３万２，０００円の計上で、後

期高齢者医療及び介護保険の両方から給付を受け、年間の自己負担額の合算が

一定金額以上になった場合に、自己負担限度額を超えた分を被保険者に支給す

るものでございます。 

第３目 高額療養費（外来年間合算）は６，２９２万８，０００円の計上で、

外来療養に係る年間の自己負担額の合算が一定額以上になった場合に、自己負

担限度額を超えた分を被保険者に支給するものでございます。 

２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

第３項 その他医療給付費、第１目 葬祭諸費は、９億９，０００万円の計上

で、被保険者が死亡した場合に、葬祭執行者に支給されるものでございます。 

第２目 傷病手当金は７４万５，０００円の計上で、新型コロナウイルスによ

り、就労が困難な対象者に支給されるものでございます。 

第３款 県財政安定化基金拠出金、第１項 県財政安定化基金拠出金、第１目 

県財政安定化基金拠出金は、９，１０２万８，０００円の計上で、後期高齢者

医療の財政の安定化に資するために県に設置されている基金への拠出金でござ

います。 

２５ページ、２６ページをお願いいたします。 

第４款 特別高額医療費共同事業拠出金、第１項 特別高額医療費共同事業拠

出金、第１目 特別高額医療費共同事業拠出金は、１億１，１６９万４，０００

円の計上で、レセプト１件あたり４００万円を超える医療費のうち、２００万

円を超える部分の財政調整に係る拠出金でございます。 

第２目 特別高額医療費共同事業事務費拠出金は、１５万円の計上で、特別高

額医療費共同事業の事務費拠出金でございます。 

第５款 保健事業費、第１項 健康保持増進事業費、第１目 健康診査費は、１

３億９，９７２万３，０００円の計上で、医科及び歯科の健康診査に係る委託

料でございます。 

第２目 その他健康保持増進費は、２億９，３４２万８，０００円の計上で、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業をはじめ、市町が行う在宅者へ

の訪問歯科健診等の推進事業などに対する補助金でございます。 

２７ページ、２８ページをお願いいたします。 

第６款 公債費、第１項 公債費、第１目 一時借入金利子は、２８１万３，０

００円の計上で、一時借入金の借り入れを行った場合の利子でございます。 
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第７款 諸支出金、第１項 償還金及び還付加算金、第１目 還付加算金は、４

２万円、第２目 保険料還付金は、２，５００万円の計上でございます。 

２９ページ、３０ページをお願いいたします。 

第３目 償還金は、１，０００円の計上で、国庫支出金等精算返還金でござい

ます。 

第８款 予備費、第１項 予備費、第１目 予備費は、２億円の計上でございま

す。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第７号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（市川岳人君） 

日程第１３、議案第８号、監査委員の選任同意についてを議題といたします。 

議席番号４番、樋口博己議員に関する案件であるため、地方自治法第１１７

条の規定により、樋口博己議員は、本案の審議終了まで退場されますようお願

いいたします。 

〔樋口博己議員・退場〕 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第８号について御説明申し上げます。 

「監査委員の選任同意について」は、議会のうちから選任する監査委員とし

て、樋口博己議員を選任いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（市川岳人君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第８号については、同意することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（市川岳人君） 
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御異議なしと認めます。 

よって、議案第８号は、同意することに決定いたしました。 

樋口博己議員の入場を許可いたします。 

 

  

 

○議長（市川岳人君） 

以上をもちまして、本定例会に付議された案件は、すべて終了いたしました。 

令和４年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午後２時２３分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。  

 

 

 

三重県後期高齢者医療広域連合議会議長 

 

 

 

 

 

三重県後期高齢者医療広域連合議会副議長 

 

 

 

 

 

三重県後期高齢者医療広域連合議会議員 

 

 

 

 

 

三重県後期高齢者医療広域連合議会議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


